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はじめに 

 平成18年４月の公的介護保険の見直しによ

り、ＪＡの介護サービス事業においても、一

層の利用者へのサービスの質の維持・向上と

安定して着実に展開でき、かつ“変化”に耐

えうる事業経営が大きな課題となっている。 

 ＪＡ共済は、従来からＪＡの高齢者福祉活

動に可能な範囲で支援等を行ってきている

が、このような状況もふまえて、ＪＡ共済が

保有している資源をより活用し、高齢化のす

すむ農村部等で活動するＪＡの介護サービス

を支援することとした。 

 具体的には、平成19年度下期からＪＡの介

護サービスの質の維持・向上に役立てること

を目的として、中伊豆、別府の両リハビリテ

ーションセンター
＊
の介護ノウハウ等を希望

するＪＡに対して提供することを開始した。 

 以下においてこの実施事例や支援内容等に

ついて紹介することとしたい。 
  ＊

 社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーシ

ョンセンター、同別府リハビリテーションセンタ

ーを示す（以降、リハビリセンターとする） 

 

１．ＪＡの介護サービスの実態調査について 

 リハビリセンターの介護ノウハウ等の提供

による支援を実施するにあたり、平成18年度

にデイサービスを中心に、いくつかのＪＡに

おいて実態調査（ＪＡ共済連からの委託）を

実施し事前の検証を行った。その主な結果に

ついては、次のとおりであった。 

 デイサービスにおけるサービス提供全般

（問題点）について 

 １）利用者の生活機能の維持や向上をはか

るための効果的な対応が十分ではない状

況が見受けられた。 

 ２）利用者個々に対する通所介護サービス

計画書はあるものの、目標設定等の計画

内容や、計画にもとづく介護職員の援助

が十分とはいえない状況が見受けられた。 

 機能訓練について 

 １）現状 

   機能訓練について、調査ＪＡの多くが

個別機能訓練の報酬加算を申請してい

た。指導者としては看護師が多く、集合

訓練、個別訓練を合わせて実施している

ところが多かった。またストレッチ体操

や簡単な道具を使用した機能訓練の実施

が多く見られた。 

 ２）問題点 

  ① 機能訓練、特に個々の利用者に合わ

せた訓練について、訓練指導の職員、介

護職員の知識、技術が十分に発揮され

ていない状況が見受けられた。 

  ② 利用者個別の機能訓練計画の策定、

それにもとづくサービスの提供、その

後の実施状況の記録、一定期間毎の評

価・見直しという、利用者の生活機能

の自立への支援にむすびつくプロセス

が十分に確立されていない状況、プロ

セスへの介護職員の参画が少ない状況

が見受けられた。 

 中伊豆・別府リハビリテーションセンターによる 
               介護ノウハウ等の提供について 
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  ③ 平成18年４月から個別機能訓練の報

酬加算が実施されたこともあって、機

能訓練の計画、方法、内容、記録等の

実務について、試行錯誤をしている状

況であった。 

 介護サービスへの支援への要望について 

  ＪＡの担当、責任者、介護職員からは、

リハビリセンターによる機能訓練を中心と

した介護サービスへの支援を強く望まれ

た。また、生活機能（機能訓練以外）向上

の関する相談・助言等の介護サービスへの

支援も望まれた。 

 ＜望まれた主な支援内容＞ 

 １）通所介護サービスの業務、リハビリテ

ーションの基本的な教育 

 ２）機能訓練の実務 実施、メニュー・プ

ログラムの紹介、サービス提供の留意点等 

 ３）利用者個々への訓練に対する相談・助

言（職員が指導する場合に） 

 ４）機能訓練の指導職員、介護職員への具

体的な実地的助言 

 ５）利用者への生活機能（機能訓練以外）

向上の関する相談・助言（職員が指導す

る場合に） 

 ６）送迎、入浴サービスに関するマニュア

ル整備への助言など 

 

 以上の調査結果から、リハビリセンターに

蓄積されたノウハウの活用余地は大きいこと

がわかった。 

 具体的には、機能訓練に関する計画書の記

載内容・記録・評価などの実務的な事柄や、

利用者訓練に関する技能・技術的な事柄に対

する課題の抽出および対応策の助言等に加

え、通所リハビリテーションセンターとして

の長年の経験がデイサービス内容などの運営

的な事柄についても有効であることが確認さ

れた。 

 ＪＡの介護サービスのこれらの領域を支援

することによって、利用者に対してより質の

高いサービスを提供できると考えられる。 

 

２．ＪＡの介護サービスへの支援実施について 

 平成18年度の調査研究結果をふまえて、平

成19年度下期から「中伊豆、別府の両リハビ

リテーションセンターによる介護ノウハウ等

の提供」として実施を開始したが、その介護

ノウハウ等の提供に関する主な内容（例）と

形態、事例については次のとおりである。 

 主な内容（例） 

 １）基本的なことについて 

  ① 通所介護等サービス業務の基本的な

研修（考え方、役割、すすめ方など） 

  ② 機能訓練等に関する基本的な研修

（目的、すすめ方、身体障害者・高齢

者の身体機能の知識など） 

 ２）機能訓練・レクリエーションについて 

  ① プログラム・メニュー 

  ② 実施方法、サービス提供の留意点等 

  ③ 訓練等の技術・方法等 

  ④ 利用者個々に対してのサービス提供

方法等（職員向け） 

  ⑤ サービス提供の書類・記録等（計画

書、実施報告等） 

 ３）その他 

  ① 送迎、入浴サービスなどのサービス

提供方法等 

  ② 介護技術（移動、排泄等） 

  ③ その他日頃のサービス提供業務での

悩み等（助言） 

 形態 

 １）リハビリセンターの介護専門職による

ＪＡ等への個別指導の実施 

 ２）ＪＡの介護事業に携わる人材を集めた

両リハ等での研修会の開催 

 ３）１）、２）のＪＡ等に対するリハビリセ

ンターによる事後指導、相談対応（ＪＡ
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とリハビリセンターの間で随時実施（メ

ール、ＦＡＸ）） 

 事例 

 具体的な事例（デイサービスへの個別指導

の場合）は別紙のとおりである。（ＪＡ名等は

仮称） 

 

おわりに 

 この支援サービスは、リハビリセンターに

蓄積されているノウハウをベースとした“ソ

フト・インフラ”であり、ＪＡの介護事業に

対する支援対象の範囲を、その立ち上げ時だ

けではなく、実際のサービス提供等の業務支

援にまで広げた「面的な支援」であることが

特徴である。本稿の終わりにあたり、その期

待効果について考えてみたい。 

 まず、ＪＡにとっては、リハビリセンター

からの研修・助言によるＪＡの介護職員等の

スキルアップを通じて利用者の生活機能の維

持・向上が図られることによって、次のよう

なメリットが期待できるだろう。 

・利用者ニーズに沿った機能維持・改善サー 

 ビスへの対応力強化 

・ＪＡ介護事業の経営基盤の強化（機能訓練

サービスの向上による個別機能訓練加算等

の報酬） 

・サービス面・事業経営面の双方の強化を通

じたＪＡ介護事業への信頼性向上 

 また、ＪＡ共済事業にとっても次のような

メリットが期待できよう。 

・リハビリセンター機能の地域還元による

ＪＡ共済事業の社会的信頼性の向上 

・ＪＡ共済の高齢者保障仕組みの開発等への

情報面でのフィードバック 

 

 現状においては、支援サービスを継続的か

つ円滑に提供するための体制づくり、支援活

動を通じて得られた情報や新たなノウハウの

還元の仕方など、今後に向けた課題はあるが、

以上のような実施効果を創出するためにも、

利用者とＪＡのニーズに沿ったサービスを着

実に展開していくことが重要であると考え

る。 
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